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霞ヶ浦北浦の水産業
この一年の話題

平成29年4月～平成30年3月の話題から

第２１期霞ケ浦北浦海区漁業調整委員

会は，木川宗次会長以下１０名の委員で

構成され，任期は，平成２８年８月１５

日から平成３２年８月１４日です。

平成２９年度の委員会は，４月２０日

の第５０９回委員会から３月１５日の第

５１５回委員会の計８回が開催され，霞

ヶ浦北浦における漁業調整についての協

議が実施され，水産振興についての意見

交換も行われました。

６月３０日（金）に茨城県霞ヶ浦環境

科学センターにて，平成２９年度第６０

回通常総会が開催されました。土浦市長

の中川会長が議事進行を務め，各議案に

ついて承認されました。土浦市から新造

船観光帆引き船「水郷丸Ⅱ」についての

紹介がありました。

２９／６／３０
霞ヶ浦北浦水産振興協議会
第６０回総会

２９／４／２０
第２１期霞ケ浦北浦海区
漁業調整委員会

７月２１日，霞ヶ浦北浦においてワカ
サギ漁が解禁となり，前年を大きく上回
る１９９隻（霞ヶ浦１６５隻，北浦３４
隻）が出漁しました。
解禁日における一隻あたりの水揚量は

霞ヶ浦では平均４３．２ｋｇ（前年５５．
４ｋｇ），北浦では平均１３．８ｋｇ（前
年３６．３ｋｇ）となり，前年より減少
しました。魚体の全長は霞ヶ浦では６．
８㎝，北浦では６．７㎝となり，ともに
前年よりやや小さくなりましたが，過去
１０年間の平均値を上回りました。
さらに，ワカサ

ギ漁の解禁に合わ
せて，７月２２日
に道の駅たまつく
りにおいて『わか
さぎ解禁市』が開
催され，盛況とな
りました。

８月２日（水）県庁にて，解禁になっ
たワカサギのＰＲが行われました。霞ヶ
浦漁協，きたうら広域漁協，霞ヶ浦北浦
水産加工協の代表者が，山口副知事を訪
問し，ワカサギの天ぷらや，煮干等を試
食してもらい，ワカサギの料理のことや
霞ヶ浦北浦産水産物の話題で大いに盛り
上がりました。

２９／７／２１
ワカサギ漁解禁

２９／８／２
ワカサギＰＲのための
副知事表敬訪問

霞北水産だより ２



また，県庁２階の食
堂では「ワカサギフェ
ア」として，天ぷらと
マリネを提供し，ＰＲ
活動を行いました。

環境・生態系保全活動の一環として，

９月２７日に北浦（大和地区），９月３

０日に霞ケ浦（かすみがうら市地区）に

おいてウナギの種苗放流が行われました。

なお，放流効果を確認するため，放流

したウナギの一部には眼の周辺に標識

（霞ヶ浦：黄，北

浦：緑）が施され

ているため，採捕

した方は各漁協ま

でお知らせくださ

い。

１０月２５日に麻生東小学校の５年生

（４５名）を対象とした水産教室が行方

市白浜地区において開催されました。

当日はあいにくの雨模様でしたがきた

うら広域漁協の漁業者の船に小学生が分

乗し，乗船

体験及び漁

業見学が行

われました。

乗船終了

後には，ト

ロール漁業

で実際に漁

２９／９／２７・３０
ウナギ種苗放流

２９／１０／２５
水産業体験教室

獲された水産物を用いて，タッチプール

などの体験学習が行われたほか，北浦の

水産物として「ワカサギの唐揚げ」，「シ

ラウオの煮干し」，「エビのかき揚げ」，「コ

イの唐揚げ」が提供され，参加者全員で

試食を行いました。

１１月１５日に霞ヶ浦漁協，麻生漁協

組合員が水産物の付加価値向上,漁村地

域の活性化の事例学習を目的として，全

国的にも成功事例として知られた千葉県

の保田漁協，魚食普及食堂「ばんや」を

視察しました。保田漁協からは，平成７

年より地域活性化の骨格となる魚食普及

食堂「ばんや」を開業した経緯や，漁協

が入札に参加することで魚価の安定につ

ながったこと，利用者の増加・施設の拡

大に伴い地元の雇用が増えたことなど事

業の説明を受けました。

視察に参加した漁業者からは「保田漁

協は漁協の事業として大きな転換をして

成功した例だと思う。霞ヶ浦も転換を考

えるような時期が来ているのかもしれな

い」，「海と湖では食材の確保の難しさが

違うが,これほどの成功は優れた指導者

がいなければ出来ない」などの感想が聞

かれました。

１１月２９日（水）に霞ヶ浦ふれあい
ランド水の科学館２階多目的ホールにて，
３１名が出席し担当者会議が開催されま
した。
事務局から平

成２９年度の事
業状況等につい
てスライドを用
いて説明が行わ
れました。

２９／１１／１５
霞ヶ浦・麻生漁協による
合同 視察研修会

２９／１１／２９
霞ヶ浦北浦水産振興協議会
担当者会議
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また，市町村による地域活性化等の取
り組みについて，行方市の担当者からは，
四季にあわせて漁師市などのイベントを
開催していることや，ワカサギの釣り大
会を毎年開いて食べ方等のＰＲを行って
いるなどの説明がありました。

平成３０年１月に漁業者による湖岸パ

トロール活動が行われました。湖岸でワ

カサギ釣りを楽しむ遊漁者を対象に，産

卵期の親ワカサギを保護するため，茨城

県の湖沼・河川では，ワカサギの産卵期

である１月２１日～２月末日までの間，

県の規則に基づきワカサギの採捕が禁止

されていることなどＰＲチラシを配りな

がら協力とご理解を求めました。

霞ヶ浦漁協（１０支部）では，１月１
５日から２月５日にかけて，ワカサギの
人工ふ化放流事業が行われ，約３億１６
００万粒が採卵されました。また，きた
うら広域漁協（３支部）でも，１月３１

日から３月
２０日にか
け て 行 わ
れ，１億３
０００万粒
が採卵され
ました。

３０／１
漁業者による
湖岸パトロール活動

３０／１～３
ワカサギ人工ふ化放流事業

第１２期

茨城県海面

利用協議会

霞ケ浦北浦

海 区 部 会

は，坂本俊

彦部会長以

下７名の委員で構成され，任期は，平成

２８年１２月１日から平成３０年１１月

３０日です。

平成２９年度の部会は，２月６日に開

催され，霞ヶ浦北浦における湖面利用に

関する課題対応や漁業と遊漁等の現状な

どについての協議が行われました。

平成３０年２月８日に江川農村集落セ

ンターにおいて白鳥西小学校４年生(２

０名)，上島西小学校４年生(７名)を対

象とした，きたうら広域漁協大洋支部主

催の水産教室が開催され，北浦の漁業と

魚について学ぶとともにワカサギの人工

ふ化体験を行いました。ワカサギの生態

や調理方法などに興味を示し，質問する

児童や熱心にメモをとる児童も見受けら

れました。

また，地魚料理の試食としてコイのつ

みれ汁が提供されました。

３０／２／６
第１２期茨城県海面利用協議会
霞ケ浦北浦海区部会

３０／２／８
水産業体験教室

霞北水産だより ４



＜トピックス＞
霞ヶ浦産ワカサギに含まれる，味に関わる成分の季節変化

（茨城県水産試験場 水産物利用加工部）

水産試験場では, 茨城県の地魚に含まれる成分調査の一環として, 霞ヶ浦産ワカサギを対象に味に関わ

る成分（遊離アミノ酸）について, トロール漁期中
※
の季節変化を調べました。

※平成28年7月～12月

１．甘味に関わる遊離アミノ酸

甘味に関わる遊離アミノ酸の代表的なものにはグリシ

ンがあります。グリシンはすっきりとした甘味が特徴的で,

エビやカニを始めとした多くの魚介類の主要な甘味成

分として知られています。また, 食品の酸味, 塩味, 苦

味を和らげる効果もあります。

霞ヶ浦産ワカサギ100gあたりに含まれるグリシンの量

を調べたところ, 11月から12月にかけて増加することが

わかりました。（図１）

２．うま味に関わる遊離アミノ酸

うま味に関わる遊離アミノ酸の代表的なものにはグル

タミン酸があります。グルタミン酸は昆布に含まれてい

ることで知られており, ダシ成分として有名です。

霞ヶ浦産ワカサギ100gあたりに含まれるグルタミン酸

の量を調べたところ, 7月から12月まで安定して含まれ

ていることがわかりました。（図２）

遊離アミノ酸とは, 生体内で筋肉などとは結合せず単独で存在しているアミノ酸の総称です。
遊離アミノ酸にはさまざまな種類があり, その中には食べた時に感じる味に影響を及ぼすもの
があります。人間の舌で感じとれる味の代表的なものには, 甘味, 酸味, 塩味, 苦味, うま味が
ありますが, 今回はその中でも甘味とうま味に関わる遊離アミノ酸に注目しています。

遊離アミノ酸とは

図１ 甘味に関わる遊離アミノ酸

（グリシン）量

図２ うま味に関わる遊離アミノ酸

（グルタミン酸）量

霞北水産だより ５



１．霞ヶ浦 ～水産加工業者６社の魚種別水揚げ状況～

（１）ワカサギ

平成２９年のワカサギ漁は，７月の１日１隻あたりの平均

水揚量は２６㎏/隻日で，昨年（平成２８年：５４㎏/隻日）

より減少しました。

８月以降の平均水揚量についても８月が１６㎏/隻日，９月

が１５㎏/隻日，１０月が１７㎏/隻日，１１月が１３㎏/隻日，

１２月が９㎏/隻日となり，昨年（平成２８年：８月が４９㎏/

隻日，９月が２６㎏/隻日，１０月が２２㎏/隻日，１１月が３

１㎏/隻日，１２月が３１㎏/隻日）より減少して推移しました。

合計水揚量は３６トンとなり，昨年（平成２８年：９８トン）

を下回りました。

（２）シラウオ

平成２９年のシラウオ漁は，解禁日以降水揚げがあり，７

月の１日１隻あたりの平均水揚量は３６㎏/隻日で，昨年（平

成２８年：４３㎏/隻日）より減少しました。

８月以降の平均水揚量については，８月が３２㎏/隻日，９

月が６３㎏/隻日，１０月が５８㎏/隻日，１１月が１１６㎏/

隻日，１２月が７０㎏/隻日となり，昨年（平成２８年：８月が２

３㎏/隻日，９月が３３㎏/隻日，１０月が５３㎏/隻日，１１月が

７３㎏/隻日，１２月が５３㎏/隻日）より増加して推移しました。

合計水揚量は，９４トンとなり，昨年（平成２８年：８１トン）

を上回りました。

（３）テナガエビ

平成２９年のエビ漁は，９月以降水揚げがあり，９月の１

日１隻の平均水揚量は１８９㎏/隻日で昨年（平成２８年：２

２５/隻日）より減少しました。

１０月以降の平均水揚量については，１０月が１５７㎏/隻

日，１１月が１１０㎏/隻日で，昨年（平成２８年：１０月が

１５１㎏/隻日，１１月が１１６㎏/隻日）と同程度でした。

合計水揚量は，１１７トンとなり，昨年（平成２８年：１５７

トン）を下回りました。
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２．北浦 ～水産加工業者３社の魚種別水揚げ状況～

（１）ワカサギ

平成２９年のワカサギ漁は，７月の１日１隻あたりの平

均水揚量は１２㎏/隻日で，昨年（２８年：２３㎏/隻日）

より減少しました。

８月以降の平均水揚量についても８月が７㎏/隻日，９月

が７㎏/隻日，１０月が５㎏/隻日，１１月が７㎏/隻日，１

２月が６㎏/隻日となり，昨年（平成２８年：８月が１３㎏/隻日，

９月が１０㎏/隻日，１０月が９㎏/隻日，１１月が１０㎏/隻日，

１２月が５㎏/隻日）より減少して推移しました。

合計水揚量は３トンとなり，昨年（平成２８年：６トン）を下

回りました。

（２）シラウオ
平成２９年のシラウオ漁は，解禁日以降水揚げがあり，

７月の１日１隻あたりの平均水揚量は９㎏/隻日で，昨年（平

成２８年：１１㎏/隻日）より減少しました。

８月以降の平均水揚量については，８月が５㎏/隻日，９

月が１１㎏/隻日，１０月が１３㎏/隻日，１１月が２３㎏/

隻日，１２月が３０㎏/隻日となり，昨年（平成２８年：８

月が６㎏/隻日，９月が１６㎏/隻日，１０月が１３㎏/隻日，１１

月が１５㎏/隻日，１２月が２４㎏/隻日）より増加して推移しまし

た。

合計水揚量は，４トンとなり，昨年（平成２８年：５トン）を下

回りました。

（３）テナガエビ

平成２９年のエビ漁は，８月以降水揚げがあり，８月の

１日１隻の平均水揚量は６８㎏/隻日でした。

９月以降の平均水揚量については，９月が１４２㎏/隻日，

１０月が１１５㎏/隻日，１１月が５７㎏/隻日で，昨年（平

成２８年：９月が１３０㎏/隻日，１０月が１６４㎏/隻日，

１１月が１０６㎏/隻日，１２月が１１１㎏/隻日）より減

少して推移しました。

合計水揚量は，９トンとなり，昨年（平成２８年：１２トン）を

下回りました。
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＜トピックス＞
霞ヶ浦水産研究会活動について

～ワカサギ人工ふ化における水槽内自然産卵法の導入検討～
（茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 振興課）

霞ヶ浦漁業協同組合・霞ヶ浦水産研究会では，ワカサギ人工ふ化事業について，現行の

「手搾りによるシュロ枠方式」にかわり，より省力化・効率化が期待され他県で導入が進め

られている「水槽内自然産卵法」について，他地域における調査及び実証試験に取り組み，

霞ヶ浦への同方式の導入を検討しました。

○芦ノ湖漁業協同組合におけるワカサギ人工ふ化技術視察調査

平成２９年４月１２日に，水槽内自然産

卵法の先進地である神奈川県・芦ノ湖漁業

協同組合を訪問し，水槽内自然産卵法を活

用した人工ふ化技術に関する情報を収集し

ました。芦ノ湖漁協でも水槽内自然産卵法

を導入したことによりワカサギ資源の維

持・増大及び漁協経営の安定化に大きく寄

与しているとのことでした。

参加した水産研究会員にも非常に有意義

な視察内容であり，今後の導入検討に向け

大きく貢献するものとなりました。

○桧原漁業協同組合におけるワカサギ人工ふ化施設視察調査

１１月８日には，福島県・桧原漁業協同組合を訪問し，導入した設備やその成果等に関す

る情報収集を行いました。桧原漁協でも

現在の技術を導入してから２年くらいで，

ワカサギの増加・資源の安定を実感する

ようになったとのことでした。

なお，今回は採卵時期外での訪問だっ

たことから，実際に作業が実施される４

～５月に桧原湖を再訪し，実際の人工ふ

化作業を視察することとなりました。

さらに，今後とも桧原漁業協同組合と

は産地間交流を深めていくことになりま

した。
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○ワカサギ人工ふ化技術向上にかかる試験実施

平成３０年１月１４日から霞ヶ浦漁業協同組合，霞ケ浦北浦水産事務所，水産試験場内水

面支場のサポートのもと，芦ノ湖や桧原湖で行われている水槽内自然産卵法によるワカサギ

の採卵・人工ふ化試験を行いました。

水槽内自然産卵法用の水槽は，霞ヶ浦北浦水産振興協議会の支援を活用して整備したもの

を水産試験場内水面支場内に設置しました。平成３０年１月２４日にワカサギ親魚（活魚）

約１０ｋｇの確保に成功し，これらを水槽に入れた翌２５日には約２１４万粒のワカサギ卵

を得ることに成功しました。

また，事前に水槽の底にキンラン（人工産卵藻）を沈めておいたところ，卵がうまく付着

していました。キンランは従来のシュロ枠よりも軽く，簡単に船溜まりに垂下できます。実

際にキンランを従来のシュロ枠とともに船溜まりへ設置してみたところ，作業負担を大幅に

軽減できることを確認しました。（※一部は粘着性を除去した「分離卵」の作成も行いまし

た。）

霞ヶ浦水産研究会では引き続き人工ふ化作業の省力化・効率化に向けた水槽内自然産卵法

の導入等の取り組みを継続していきます。
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平成２９年９月１日に「食品表示基準」が改正され，一部の加工食品にのみ義務付けら

れていた原料原産地表示が全ての食品に対し，義務付けられることとなりました。

１ 食品表示基準の主な変更点

（１）新たな制度における表示方法

①国別重量順表示

対象原材料（使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料）の原産地を，

原材料名に対応させて，国別に重量割合の高いものから順に国名を表示する。

②例外表示

国別重量順表示による表示が困難な場合には，それぞれ要件を満たす場合に限り，

「又は表示」，「大括り表示」，「大括り表示＋又は表示」により表示することがで

きる。

（２）従来の対象品目（２２食品群＋４品目）

従来通り，国別重量順表示を行う。

ただし，対象原材料が中間加工原材料である場合，原則として製造地を表示する。

また，対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の産地が判明している場

合には，製造地に代えて当該原材料の名称と共にその産地を表示することができる。

２ 経過措置期間のイメージ

詳しくは，消費者庁ホームページをご覧下さい。

【消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling】

食品表示基準の一部改正
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 指導課
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